
１ ．事業者の概要
（Ⅰ）

 医療法⼈ 済恵会  介護⽼⼈保健施設めぐみ
 〒379-0116  
 群⾺県安中市安中３丁⽬２５番地１３号
 TEL ０２７−３８２−５９５１
 １０５１１８００１４
 医療法⼈
 須藤 雄仁

（Ⅱ） 施設⼊館可能時間 ： 午前８時 〜 午後８時
    （ 但し、感染状況に応じてご案内させて頂きます。 ）

（Ⅲ） ⾯会時間  午後２時 〜 午後５時
           午前９時 〜 午前１１時４５分

午後２時 〜 午後５時

（Ⅳ） 営業⽇及び営業時間
(⼊所 ・ 短期⼊所療養介護)

営業⽇    年中無休
営業時間    ２４時間

(通所リハビリ)
   営業⽇ 
  休業⽇    ⽇曜⽇及び年末年始

(会計窓⼝） めぐみ事務所
営業⽇ ⼟曜⽇ ※休憩時間は対応不可
受付時間 ９時〜１６時 １２時４５分〜１４時

２ ．施設の概要
（Ⅰ） 居室

  個室
２⼈部屋
３⼈部屋

  ４⼈部屋
（Ⅱ） ⾷堂
（Ⅲ） 浴室 特殊浴槽 ４台、⼀般浴槽 ５台、⼀般特殊浴槽 １台
（Ⅳ） リハビリ室

３ ．事業の⽬的及び運営の⽅針

９時〜１７時

   ４部屋
   １部屋
  １３部屋

事業者の名称

主たる事務所の所在地

介護保険事業者番号
法⼈種別

代表者の⽒名

⽉曜⽇〜⾦曜⽇

   ⽉曜⽇〜⼟曜⽇(祝祭⽇含む）

⽉曜⽇から⼟曜⽇  
⽇曜⽇       

   ８部屋

① ⾼齢者の⾃⽴を⽀援し、在宅⽀援・在宅復帰のため地域の拠点を⽬指して、
  ⾼齢者の⽣き甲斐をもって療養出来る施設として運営する。

④ ⾼齢者の⼼⾝の状況に応じて、適切な療養、その他のサービスを提供し、明るく
  家庭的な雰囲気を有し、地域、家庭との結び付きを重視した運営を⾏うものとする。

  及び関係者の⽀援を得て運営する。
③ 保健・医療・福祉との連携を密にし、地域の要介護⽼⼈の⾒守者として、必要な
  情報の提供を⾏い、相談に応じ援助等、その他の機能を発揮する。

② 地域に密着した施設の運営を基本とし、利⽤者の⽴場を第⼀主義とし、地域住⺠
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４ ．職員体制
２名
１名
⼊所 ２名以上   通所 ３名以上
１名以上
０.2名
⼊所  ８名以上   通所 ２名
⼊所 ２３名以上   通所 ７名以上
１名以上
１名
１名
１名以上

５ ．サービスの内容
（Ⅰ） 施設サービス計画の作成
（Ⅱ） ⼊浴
（Ⅲ） 機能訓練
（Ⅳ） 看護
（Ⅴ） 医学的管理の下における介護
（Ⅵ） ⾷事の提供
（Ⅶ） レクリエーション
（Ⅷ） 利⽤者及びその家族への指導及び相談援助
（Ⅸ） その他利⽤者に対する便宜の提供

６ ．利⽤料及びその他の費⽤ ※利⽤料のご案内を参照して下さい。

７ ．居住費（滞在費）・⾷費の減額認定申請
⼀定の所得の⽅については申請により、⼊所や短期⼊所の居住費（滞在費）・⾷費の

多床室 従来型個室

朝⾷６００円／⽇

昼⾷６２０円／⽇

⼣⾷７３０円／⽇

（Ⅷ） ⻭科衛⽣⼠

１名（医師）

（Ⅴ） 看護師
（Ⅵ） 介護職員
（Ⅶ） 管理栄養⼠

（Ⅹ） ⽀援相談員  
（Ⅸ） 介護⽀援専⾨員   

（Ⅰ） 管理者

（Ⅳ） 理学療法⼠
    作業療法⼠
    ⾔語聴覚⼠

（Ⅲ） 薬剤師

４３０円／⽇

４３０円／⽇

預貯⾦等の
資産要件

０円／⽇ ５５０円／⽇
３００円／⽇
【３００円】

１，３７０円／⽇

居住費（滞在費）

単⾝１，０００万円以下

夫婦２，０００万円以下

負担が軽減されます。 ※市町村に減額の申請を⾏ってから減額になります。

（Ⅱ） 医師

６４０円／⽇

対象となる収⼊状況

⽣活保護受給者の⽅

単⾝５５０万円以下

夫婦１，５５０万円以下

４３０円／⽇

上記以外の⽅

単⾝６５０万円以下

夫婦１，６５０万円以下

世
帯
全
員
が
市
⺠
税
⾮
課
税

１，７９０円／⽇

利⽤者
負担段階

前年の合計所得⾦額と
年⾦収⼊額が８０万円
以下

前年の合計所得⾦額と
年⾦収⼊額が８０万円
越１２０万円以下

上記以外の⽅

１，３７０円／⽇
６５０円／⽇

【１，０００円】

単⾝５００万円以下 １，３６０円／⽇
【１，３００円】

 ⽼齢福祉年⾦の受給者

前年の合計所得⾦額と
年⾦収⼊額が１２０万
円越

５５０円／⽇
３９０円／⽇
【６００円】

⾷  費
【  】内は

ショートステイ

第１段階

第２段階

第３段階
①

第３段階
②

４段階

夫婦１，５００万円以下



８ ．苦情申⽴窓⼝
 当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、
 当施設苦情等に関する窓⼝ （ 担当者 ⼤澤 勝⼦、℡ 027-382-5951 ）
 までお気軽にご相談下さい。

* 群⾺県国⺠健康保険団体連合会
    前橋市元総社町335-8  
    介護保険課内 電話 ０２７-２９０−１３２３

* 市町村苦情受付窓⼝
    安中市   電話 ０２７-３８２−１１１１
    ⾼崎市   電話 ０２７-３２１−１１１１

９ ．保険証の提⽰
 ご利⽤される際には、介護保険証と負担割合証を提⽰してください。
 ⼊退所される際には、介護保険証を提⽰してください。
 （⼊退所の年⽉⽇を記載させていただきます）

１０ ．当施設ご利⽤の際にご留意いただく事項
（Ⅰ）外出・外泊 外出・外泊は可能な限り多くの機会を持って頂くようお願い

致します。
外出、外泊の際には必ず⾏き先、帰宅⽇時、連絡先を職員に
申し出てください。

（Ⅱ）設備等の利⽤ 施設内の居室や設備、器具は本来の⽤法に従ってご利⽤ください。
これに反したご利⽤により破損等が⽣じた場合、弁償して頂く事
があります。

（Ⅲ）喫煙 当施設内は、禁煙となっております。
（Ⅳ）迷惑⾏為等 騒⾳やハラスメント⾏為等の迷惑になる⾏為はご遠慮願います。

また、むやみに他の⼊所者の居室等に⽴ち⼊らないようにして
ください。

（Ⅴ）宗教活動 施設内での他の利⽤者に対する執拗な宗教活動及び政治
        及び政治活動はご遠慮ください。
（Ⅵ）差し⼊れの禁⽌ 施設利⽤者や職員への差し⼊れはご遠慮下さい。
（Ⅶ）動物飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。

１１ ．その他
（後発医薬品に関して）
当施設にご⼊所した場合、効果は同じだが名前の違う薬を使う場合があります。
（ジェネリック医薬品への変更）

（個⼈情報に関して）
サービス担当者会議等で、利⽤者・家族（代理⼈）の個⼈情報を出す場合があります。
利⽤者の求めに応じ、介護サービスの提供記録を開⽰いたします。

（契約書の更新に関して）
今後、介護報酬の改定や施設の基準の変更等が⾏われた場合、それに伴い、
重要事項説明書や契約書の内容が変更になる場合があります。
その際は、その都度、⼿続きが必要になりますので、ご了承下さい。



私は、本書⾯に基づいて、職員（⽒名                ）より
上記重要事項説明書の説明を受け同意し、本書⾯の交付を受けました。

    ㊞

（続柄）     ㊞

（続柄）     ㊞

安中市安中3−２５−１３
TEL：027-382‐5951

（利 ⽤ 者）

（署 名 代 筆 者）

（⾝ 元 引 受 ⼈）

（サービス事業者名）

介護⽼⼈保健施設 めぐみ    ㊞

住所

⽒名

⽒名

令和    年    ⽉    ⽇

住所

住所

⽒名


